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令和6年4⽉、トリプル改定

診療報酬 ＋0.88％
介護報酬 ＋1.59％
障害福祉
サービス等報酬 ＋1.12％

診療報酬は2年に1回、介護報酬と障害福祉サービス等報酬は3年に1回の改定
令和6年度は、この３つの改定が重なるため、トリプル改定と呼ばれている
診療報酬は2年に1回、介護報酬と障害福祉サービス等報酬は3年に1回の改定
令和6年度は、この３つの改定が重なるため、トリプル改定と呼ばれている





診療報酬とは

「診療報酬」 ＝ 医療機関に、その対価として⽀払われる費⽤
厚⽣労働⼤⾂が定めた医療⾏為1つひとつの点数を⾜し合わせて算出した⾦額
⾃⼰負担分（原則3割）＋加⼊している医療保険者が、医療機関に⽀払う

医療⾏為ごとの点数は、 「１点＝１０円」 全国⼀律
診療報酬 ≓ 医師の収⼊ 病院の収⼊になりますが、以下の⽀出に回されます
病院の⽀出

医師、看護師その他さまざまな医療スタッフに係る⼈件費（約６割）
医薬品・医療材料の購⼊費、医療機器・機材に係る費⽤
施設維持・管理費⽤

⽇本では全国⺠に加⼊が義務付けられている公的医療保険制度がある
保険証を提⽰すれば、誰でも必要な医療⾏為を受けることができる
⽇本では全国⺠に加⼊が義務付けられている公的医療保険制度がある
保険証を提⽰すれば、誰でも必要な医療⾏為を受けることができる



診療報酬点数表
医療⾏為の価格表である診療報酬点数表のうち
通常の出来⾼払い⽅式において適⽤されるもの
医療⾏為の価格表である診療報酬点数表のうち
通常の出来⾼払い⽅式において適⽤されるもの

医科診療報酬点数表
⻭科診療報酬点数表
調剤報酬点数表
診断群分類点数表

公的医療保険制度（保険診療）では、
診療報酬と呼ばれる公定価格の制度が導⼊されている
細分化された医療⾏為ごとに、点数が付けられている
この点数を定めたものが診療報酬点数表
診療報酬点数表に基づき、

診療報酬は１点＝１０円として計算

⾃由診療の場合の医療費は、診療報酬点数に規定されず、
医療機関が価格を任意に設定し、費⽤は患者が全額を負担
⾃由診療の場合の医療費は、診療報酬点数に規定されず、
医療機関が価格を任意に設定し、費⽤は患者が全額を負担



診療報酬の点数の決め⽅

中医協 （２０名） 会⻑は、公益委員
公益委員 （６名） 診療側委員と⽀払側委員の調整、診療報酬改定の結果の検証、国会同意⼈事
診療側委員（７名） 医療サービスを⾏う医師、⻭科医師、薬剤師
⽀払側委員（７名） 診療報酬を⽀払う健康保険や国⺠健康保険等の保険者と被保険者や事業主等

中医協の審議で参照されるデータ

医業経営指標
病院経営収⽀調査、医療経済実態調査、医薬品価格調査、特定保険医療材料・再⽣医療等製品価格調査など

経済指標
物価指数、賃⾦指数、国内総⽣産指数などの動向

他に、診療側委員からの改定要望の表明、⽀払側委員からの意⾒の提出が⾏われ、各項⽬の審議が進められる

診療報酬点数は、医療の進歩や経済状況を踏まえ、通常2年ごと改定
政府が国の予算編成をする際に診療報酬全体の「改定率」を決定
それを基に、中央社会保険医療協議会（中医協）に意⾒を求める

診療報酬点数は、医療の進歩や経済状況を踏まえ、通常2年ごと改定
政府が国の予算編成をする際に診療報酬全体の「改定率」を決定
それを基に、中央社会保険医療協議会（中医協）に意⾒を求める



わが国の医療保険制度



診療報酬の審査制度

国保連合会・⽀払基⾦国保連合会・⽀払基⾦

健康保険組合健康保険組合



保険証の廃⽌ 令和6年12⽉2⽇（令和5年12⽉22⽇閣議決定）

マイナ保険証
 医療のデジタル化（医療DX)を進めるカギ
 医療機関や薬局が患者情報を共有できる
 最適な医療の提供や薬の重複投与の防⽌にもつながる
 ⾼齢化で膨らむ医療費の抑制を期待できる
 患者⾃⾝も過去の投薬歴などを「マイナポータル」で確認可能

現⾏の健康保険証は、令和6年12⽉2⽇に廃⽌（1年間は猶予期間）
マイナンバーカードと健康保険証が⼀体となった「マイナ保険証」へ
現⾏の健康保険証は、令和6年12⽉2⽇に廃⽌（1年間は猶予期間）
マイナンバーカードと健康保険証が⼀体となった「マイナ保険証」へ

 健康保険証廃⽌は、事実上のマイナンバーカード取得強制
 個⼈情報漏えいの不安から強制に反対の⺠意がある
 法律上は、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意
 国⺠への強制はおこなわれるべきではない

 健康保険証廃⽌は、事実上のマイナンバーカード取得強制
 個⼈情報漏えいの不安から強制に反対の⺠意がある
 法律上は、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意
 国⺠への強制はおこなわれるべきではない

【GMCPLM0030】
「五稜会病院DXと政府がすすめる医療DX」

という意⾒もあるという意⾒もある



国⺠医療費の推移
 令和３年度の国⺠医療費は45兆 359億円
前年度に⽐べ２兆694億円、4.8％の増加

 ⼈⼝1⼈当たりの国⺠医療費35万8,800円
前年度に⽐べ１万8,200円、5.3％の増加

 国⺠医療費の国内総⽣産（GDP)に 対する
⽐率は8.18％（前年度7.99％）

 令和３年度の国⺠医療費は45兆 359億円
前年度に⽐べ２兆694億円、4.8％の増加

 ⼈⼝1⼈当たりの国⺠医療費35万8,800円
前年度に⽐べ１万8,200円、5.3％の増加

 国⺠医療費の国内総⽣産（GDP)に 対する
⽐率は8.18％（前年度7.99％）

https://www.globalnote.jp/post‐1409.html
2022年名目GDP（IMF統計） 百万US$ 145円
https://www.globalnote.jp/post‐1409.html
2022年名目GDP（IMF統計） 百万US$ 145円

国⺠医療費国⺠医療費



まとめ

⽇本では保険証があれば誰でも必要な医療⾏為を受けることができる
「診療報酬」＝医療機関に、その対価として⽀払われる費⽤
「診療報酬」は１点＝１０円として計算、全国⼀律
診療報酬の点数は、医療の進歩や経済状況を踏まえ、通常2年ごと改定
政府が国の予算編成をする際に診療報酬全体の「改定率」を決定
それを基に、中央社会保険医療協議会（中医協）に意⾒を求める

 現⾏の健康保険証は、令和6年12⽉2⽇に廃⽌（1年間は猶予期間）
マイナンバーカードと健康保険証が⼀体となった「マイナ保険証」へ
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令和6年度、診療報酬・介護報酬・
障害福祉サービス等報酬のトリプル改定が実施
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